
法人名 制閣彊岬、■回 蹴 Ⅷ)I由画」 実績判定期間 平成 31年 1月 1日～ 令和5年 12月 31日

実績判定期間内の各事業年度中の寄附金の額の総額が3.000円以上である寄附者の数 (※)の合計数
が年平均1∞人以上であること

【留意●呵□

1 寄附者の氏名 ∝肉こあつては その名称)及びその住所が明らかな寄附者のみを数えてくださしヽ
2寄附者の数の算出に当たつては 寄附者本人と生計を―にする方を含めて一人としてください。
3 貴法人の役員及びその役員と生計を―にする方が珈附者である場合、それらの方を翻附者の数に含めないてくださし、

A
人

B
月

書式第4号 (法第44条・51条関係)

認定基準等チェック表 (第 1表 絶対値基準用)

【寄附者名簿チェック欄】

□ 寄附者の略 α奥こあつて|よ 窃 称)及びその住所力朝|ら力嗜崎静嗜のみを教えています功、
□ 寄附者の数の算出に当たって、司附者本人と生計を一にする方を含めて一人としています功、
日 貴法人の役員及びその役員と生計を一にする方が椰「}者の場合、それらの方を葡附者数から除いていますれ

上記の日で「いいえ1にOがついた場合は、下記の欄で判にしてください。

○ 実績判定期間内において、寄附金額が年 3,αЮ円以上の寄附者の数 ∞ が年 1∞ 人未満の事業年度があ

る場合は、下欄により、年平均 1∞ 人以上かどうかを判定してくださし、

年 3,0∞ 円以上の寄

附者の数(※ )

○ ⑥ ◎ ③ ◎ ① 合計

人 人 人 人 人 人 A 人

実績判定期間の月数
一月未満の端数がある場合は、一月に切り上げます。

B 月

× 12
人

実績判定期間の年 3,ⅨЮ円以上の寄附者数 (※ )
≧ 100人

実績判定期間の月数

↑

′lサ点以租 切り捨てます。

∝意1申0
・ 実績中嵯期間|とは、申請書腱出の直前に終了した事業年度の末日以前2年 0顧に勝 2年、更斬は5年)内に終了した各事業年度の
うち最も早い事業年度の初日から申請書提出の直前に終了した事業年度の末日までの期間です。

例えば、3月決算法人が令和5年 7月に申請書を提出する場合、過去2年内に事業年度の変更を行つていなけ制ま、実績判定期間は初

めて認定を受ける法人の場合は令和3年 4月 1日から令和5年 3月 31日 ⊂新申ま5事業颯つ となります。
・ チェック1日こ:ム この表の各相D配載を終了し、基準を満たしていることを砲日したら「チェック欄」にチェックを記載してください

(第 2表以下についても同様です。)。
・ なお、認定審査の週燿において、年3,000円以上の寄附者の数の算出根拠について確露させていただく場合がありますので、翻附
者の数の算出根拠を示す書類を法人の主たる事務所に確実に保管するようお願いします。

※ 体眠預金専交付金関係助成金を受け取つている場合は3, 000円に当腋休眠預金等交付金田係助成金の額を加算した金額以上の寄
附者数となります。

○ ⑥ ◎ ① ◎ ①

平成ハ1年 1月 1日 令和2年 1月 1日 令和3年 1 月1 日 令和4午 l月 lB 令和5年 1月 1日 年 月 日

令和5年 12月 31 日 年 月 日

実績判定

期間内の

各事業年度
今和1年 12 月31日 令和2年 12月 31 日 令和3年 12月 31日 令和4年 12月 31日

。いいえ ・いいえ ・いいえ 。いいえ はい・いいえ

年 3,(恥 円以上の寄附者

の数(※)が :∞ 人以上で

ある

■
Ｈ

チ ェ ッ ク 欄

′

回 匝コ・いいえ 国 回
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書式第6号の① (法第44条 。51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 2表 )

(注意事項 )

③については、小数点以下第3位を切り捨てた数値を記載してください。

法人名 特定非営利活動法人ШEF01WOhmalond チェッタ欄

2 実績判定期間における事業活動のうち次の活動の占める割合が50%未満であること /

イ 会員等に対する責産の鱚渡若しくは貸付け又は役務の提供 (以下「資産の譲渡等」という。)、 会
員等相互の交流、連絡又は意見交換その他その対象が会員等である活動 (資産の譲渡等のうち対価

を得ないで行われるもの専を除く。)

日 会員等、特定の団体の構成員、特定の職域に属する者、特定の地域に居住し又は事務所その他こ
れらに準ずるものを有する者その他便益の及ぶ者が特定の範囲の者である活動 (会員等に対する資

産の譲渡等を除く。)

(注意事項) 特定の地域とは、一の市区町村の区城の一部で地縁に基づく地域をいいます。

ハ 特定の著作物又は特定の者に関する普及啓発、広告宣伝、調査研究、情報提供その他の活動
二 特定の者に対し、その者の意に反した作為又は不作為を求める活動

実 績 判 定 期 間

すべての事業活動に係る金額等 ①
(指標

871,(Ю 9,190円

①のうちイ～二の活動に係る金額等 ② 0円

O②ヘ

基準となる割合 (②―①) ③ 0%

イ

会員等に対する資産の議渡等の活動 (対価を得ないで行われ

るもの等を除く。)に係る金額等
④

0円

会員等相互の交流、連絡又は意見交換その他その対象が会

員等である活動に係る金額等
⑮

0円

ロ 便益が及ぶ者が特定の範囲の者である活動に係る金額等 ◎ 0円

特定の著作物又は特定の者に関する活動に係る金額等 ④ 0円

特定の者に対し、その者の意に反した作為又は不作為を求

める活動に係る金額等
◎

0円

合  計   (◎ +⑤+◎+①+◎ ) ① 0円



し
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書式第7号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 3表 ) (t"D

∝意■O
・ 認定基準等チェック表 (第 3表)は、法第

“

条第1項に基づく書類 (役員報酬頗程嘲田」■Dの提出時においても記載及び澤
付する必要があります。その場合、上記口の記載の必要はありません。

・ 認定の有力鵬用県D更新の申腑に当たって1よ 法第5条第1項に基づく書類 (役員報酬規程簿提出■額)に調載した事項について、
改めて記載する必要はありません。

法人名 特定非営利活動法人TttE RR tt lntematioml チェッタ欄

3運営組織及び経理に関して次に掲げる基準に適合していること
イ 役員の総数のうちに次の者の数の占める割合がそれぞれ3分の1以下であること
{1)役員及びその親族諄

(2特定の法人の役員又は使用人である者及びこれらの者の親族諄
口 各社員の表激哺助●澤等であること

/

ハ 会計について公認会計士又は監査法人の監査を受けていること、又は帳簿書類の備付け、取引の記
録及び根庫書類の保存について青色申告法人に準じて行われていること

二 支出した金戯の費途が明らかでないものがある摯D不通工な椰國♭竹計力′ていないこと

イ

帖 1)

0主 2)

各欄の人脚甲よ 第3表付表1「役員の状況」から転記してください。

CttαDこついて|ム 小数点以下第2位を切り捨てた数値を記載してくださし、

ロ

項  目

区  分

役員数

最も人数が多

い「親齢 」の

グループの人

数

割 合

(②÷③

最も人数が多い「特定の法

人の役員又は使用人であ

る者及びこれらの者の親

族等」のグ′́ ―プの人数

割 合

(④÷①

① ② ③ ④ ⑤

④ 平成31年  1月 1日～ 令和1年 12月 31 日
6人 0人 0% 0人 0%

⑤ 令和2年 1月 1 日～ 令和2 年 12月 31 日
5人 0人 0% 0人 0%

◎ 令和3年 1月 1 日～ 令和3 年 12月 31 日
5人 0人 0% 0人 0%

① 令和4年 1月 1 日～  令和4 年 12月 01 日
5人 0人 0% 0人 0%

◎ 令和5年  1月 1 日～  令和5 年 12月 31 日
5人 0人 0% 0人 0%

① 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

申 請 時
5人 0人 0% 0人 0%

各社員の表決権が平等である ④ ⑤ ◎ ① ◎ ① 申請時

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

上記を証する書類の名称とその内容等



ハ

壼L」」堕重杢菫旦壺≦塾□墨」1瞳□]□区塵E3壼付壼2嘔購■■p嗽買」を洒付してくださしヽ

項
日

【 ◎ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申罰甲寺

会計について公認会計士又は監査法人の監査を受け

ている

はい はい はい

い い

はい はい
はい

いいえ

はい

帳簿書類の哺付け、取引の調緑及び限簿書類の保存

を青色申告法人に準じて行つている
いいえ いいえ いいえ いいえ

は い

いいえ

ttr, ' はい

いいえ いいえ

項
日

【 ③ ⑥ ◎ ① ◎ ① 申罰甲寺

費途が明らかでない支出がある、帳簿に虚偽の記

載がある等の不適正な経理の有無
有

⌒

有くさリ有 有 有 有・無
⌒

有くυ

し

V

第3表 ("CD

∝意事0
認定の有効醐間D更新の申請に当たつては、法第5条第:項に基づく書類 (役員報酬頗濯簿提出書類)に記載した事項について、改
めて記驚する必要はありません。

「認定基準等チェック表」(第 3表)記載要領

○ 二において、「費途が明らかでないもの」とは、法人が費用として支出した金額のうち、その費途を確認することができないも
のをいい、法人が名目に関わらず支出した金銭でその費途が明らかでないものが、これに当たります。 なお、意図的にその支出先を
明ら力ヽ こしない支出がある場合も、当然に「費途が明らかでないもの」があることになり、認定を受けることはできません。

項 目 記 載 要 領 注 意 事 項

イの各欄 区分欄の「③～①」の各欄には、実絆判定期間の各事業

年度 (又は各年)を記載します。

第3表付表1「役員の状況」を記載して、「①」、「②」及

び「④」の各欄に該当する人数を転記します。

口の各相 該当する一方を「○」で囲みます。
「上記を証する書類の名称とその内容等」相には、例え

ば、「定款 (又は会員0第〇条に『各正会員の表決権lよ 平
等なものとする』と規定」のように識 します。

「上記を証する書類の名称とその内容

等」欄には証する書類の内容を文言のと

おりに識 します。

,\DA 該当する一方を「○」で囲みます。

なお、「③」から「①」については、イに記哉する各期間

(「③」から「①」)を示したもので九

① 「会計について公認会計士又は監査
法人の監査を受けている」の」は墜L
に rO」 した盪艶こ1菫監董証盟査≧添

付L玉くださ墜ヒ

② 「帳簿書類の備付け、取引の記録及
び帳簿書類の保存を青色申告法人に準

じて行っている」o fltv \l {. fol
した場合には、第3表付表2「帳簿組

絆の状沖 |を記書 !´添付 lて くだ 六し

二の各欄 該当する一方を「〇」で囲みます。

なお、「③」から「①」については、イに記載する各期間

(「③」から「①」)を示したものです。

の補足

毎
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書式第8号 (法第44条・51条・58条関係)

役 員 の 状 況 第 3表付表 1

(注意事項)

認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第 55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に記載した事

項について、改めて記載する必要はありません。

法人名
特定非営利活動法人

TABLE FOR llV(〕 International
④ ⑥ ◎ ① ◎ ① 申 請 時

役  員  数 6人 5人 5人 5人 5人 人 5人

0人 0人 0人 0人 0人 人 0人

0人 0人 0人 0人 0人 人 0人

役 員 の 内 訳

氏  名 住  所 職名 続柄等

就 任 等 の 状 況

⑥ ⑤ ◎ ① ◎ ① 申部時
就任・退任

年月日

小暮 真久

渡辺 伸行

安東 迪子

黒松 敦

古森 剛

理事

監事

理事

理事

理事

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

平成 26年 3月

11日 就任

平成 26年 3月

11日 就任

平成 30年 3月

26日 就任

令和 2年 3月

19日 退任

平成 30年 3月

26日就任

平成 30年 3月

26日 就任

令和 1年 12月

20日 退任

佐藤 俊司

牧 辰人

理事

理事

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

平成30年 3月

26日 就任

平成 30年 3月

26日 就任



V

V

書式第 9号 (法第44条・51条・58条関係)

帳 簿 組 織 の 状 況 第3表付表2

(記雌要働

「伝票又は幅簿名」欄よ 例えば「入金伝和 、「出金伝票」、「振替伝票」、1預金出納帳」、「総勘定元帳」などのように記載します。

「左の帳簿等の形態」欄は、「単票」、「ルーズリーフ」、「装T帳簿」などのように記載します。
「調根の時期」樹よ「都度」、「毎日」、「週1回」のように配載します。

認定の有効期間の更新の申請に当たつて:よ 法第

“

条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出|口順)に配載した内容に変更

がないときIよ 添付を省略することができます。

法人名 特定非営利活動法人 型BLE FORTWO Into口 ndon」

伝 票 又 は 帳 簿 名 左の帳簿等の形態 調帳の時期 保存期間

総勘定元帳 会計ソフト (会計王)

ノレーズリーフ

都度 7年

仕訳日記帳 会計ソフト (会計王)

ノい―ズリーフ

都度 7年

現金出納帳 エクセル

ノレーズリーフ

都度 7年

給料一覧表 糸合与ソフト (A―SaaS)

データ保管

月 1回 7年
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書式第10号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 4表 ) (初D

∝意中①

・ 暉目定基準等チェック表 (第 4表)」 は、法第馬条第1項に基づく魯願 (役員報酬颯鯉簿提出■囃Dの提出時においても配崚
及び添付する必要があります。その場合、曜賊」聾嘲け,ック表 第4表 (次D」 (ハ及び二)の記職及び静付a凶田まありま
せん。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第55条第1項に基づく口順 (役員報酬規程等提出書類)に郷載した事項につい
て、改めて配職する必要はありません。

法人名 特定非営利活動法人ワBLE K)RTWO Intematbi」 チェッタ欄

4 事業活動に関して次に掲げる基準に適合していること
イ 宗教活動又は政治活動等を行つていないこと
口 役員等に対し報酬又感給与の力綸に関して特別の利益を与えないこと、役員等又は役員等が支配する法人と
当法人との間の資産の譲渡等に関して特別の利益を与えないこと、役員等に対し役員の選任その他当法人の財

産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えないこと、及び営利を目的とした事業を行う者、上記イの

活動を行う者又は特定の公職の候補者若しくは公職にある者に対し寄附を行わないこと

ハ 実績判定期間における事業費の総額のうち特定非営利活動に係る事業費の額の占める割合が80%以上であ
ること

二 実績判定期間における受入寄附金総額の70%以上を特定非営利活動の事業費に充てていること

項 目 ③ ⑤ ◎ ① ◎ ① 申調申岸

宗教の教義を広め、儀式を行い、及び信者を

教化育成する活動
有・〇 有・⑬ 有。① 有・⑩ 有。① 有 ・ 無 有・⑬

政治上の主義を推進し、支持し、又はこれこ

反対する活動
有・① 有・① 有・⑩ 有。① 有。① 有 。無 有・⑬

特定の公聯か候補者若しくは公職にある者又

は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対

する活動

有。① 有・① 有。① 有・〇 有・① 有 ・ 無 有・〇

イ

項 目 ③ ⑥ ◎ ① ◎ ① 申詢申岸

役員の職務の内容、職員に対する給与の支給の状況、当法人

とその活動内容及び事業規模が類似する他の法人の役員に

対する報酬の支給の状況等に照らして、当法人の役員に対す

る報酬の支給として過大と認められる報酬の支給その他役

員等に対し報酬又は給与の支給に関して特別の利益の供与

の有無

有・O 有・○ 有・③ 有・0 有・○ 有・無 有・①

役員等又は役員等が支配する法人に対しその対価の額が当

該資産のその譲渡の時における価額に比して著しく過少と

認められる資産の譲渡その他役員等又は役員等が支配する

法人と当法人の間の資産の譲渡等に関して特別の利益の供

与の有無

有・③ 有・③ 有・① 有・③ 有・③ 有・無 有・③

役員等に対し役員の選任その他当法人の財産の運用及び事

業の運営に関して特別の利益の供与の有無
有・〇 有。① 有・〇 有・① 有。① 有 。無 有・③

営利を目的とした事業を行う者及びイの活動を行う者又は

特定の公職の候補者若しくは公職にある者に対する寄附の

有無

有・0 有・① 有・〇 有・① 有・〇 有・無 有・O

日



V

V

(第 4表 ″OD

O意ⅢD
・「認定基準等チェック表 (第 4表 次栞D」 (ハ及び二)は、法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬朗鷹時提出書類)の提出時に
は田餞及び添付の必要はありません。

・「ハ及び二」の0こついては、小数点以下第3位を切り捨てた数値を餞 してください。

項
日

【 実績判定期間

事 業 費 の 総 額 ① 871,αD,1∞ 円

特定非営和括動に係る事業費の額 ②
"1,α
Ю,1∞ 円

鵜濁うP営

"桶“

助の鉛 ②二③ ③ 1∞%

ハ

注・『ハ」:こ‐ てヽ、事彙魔以外の中

■により計算を行う場創ヨム

使用した拍■及び単位を記曖
してくださしヽ

使用した指標 単位

理場菫塑整菫重菫目壁
□Ш基K二塾二

項
口
Ｈ 実績判定期間

受 入 寄 附 金 総 額 ① 752,"Q7田円

受入寄附金総額の うち特定非営

利活動に係 る事業費に充てた額
② 752276■Ю円

受入寄附金の充当割合 (②―①) ③ lЮЮ%

※ハ、二について、実饉判定期間中に「特定資産」等の勘定科目を設定した場合、その旨を明記して下さい。

勘 定 科 目 金 額

円



し

し

書式第11号 (法第44条・51条・58条関係)

役員等に対する報酬等の状況 第4表付表 1

∝菫中D
・ 「役員等に対する資産の日濃等の状況等 (第 4表付表 1)」 :ム 法第

"彙
第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出●錮Dの

提出時には1日屁及び添付の必要はありません。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第55条第1■に基づく書類 (役員報酬規程翻日出■Dに記載した事項につい
て、改めて記載する必要はありません。

法人名 特定非営利活動法人ワBIE Ⅸ)RTWO hbmaim」

役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれらの者と特

殊の関係にある者 (注 1)(以下「役員等」という)に対する輌酬又は給与の支給 (実績判定期間及び申請書の提
出日を含む事業年度開始の日から申請書の提出の日までに行った取引等)について記載してくださし、
(注 1)「役員、1■員、戦員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれらの者と特殊の関係にあ

る者」とは次の者が該当します。

①  役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族
②  ①の者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
③  Cつ者の使用人及び使用人以外の者で「役員、社員、職員若しくは鋼 者又はこれらの者の配偶者若しくは三親等以内
の規挨」から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持している者

④  ②又は3こ掲げる者の配偶者若しくは三親等以内の親族でこれらの者と生計を一にしている者

イ 役員等に対する報酬又は給与の支給の状況 (口を除く。)

氏    名 職 名
法人との関係

(注 2)

報酬・給与の

区   分
支 給 期 間 等 支 給 金 額

輛酬 平成 31年 1月 1日～

令和2年 4月
"日

5,m∝Ю円

 輛酬 平成 31年 1月 1日～

令和2年 4月
"日

a1212嵌)円

(注 2)注 lαD～Cの内容を具体的に謎 します。

ロ 給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額

集 計 期 間 平成 31年 1月 1日 ～ 令和6年 10月 Ю 日

給 与 を 得 た 職 員 の 総 数 左 記 の 職 員 に 対 す る 給 与 総 額

15人 181,952,782円



V

し

書式第12号 (法第44条・51条・58条関係)

役員等に対する資産の譲渡等の状況等 第4表付表2(初葉)

∝菫■D
・ 「役員等に対する資産の口濃書の状況尋 (第 4表付表2)」 は、法第5条第1項に基づく書類 (役員

…

提出■額)の提

出時に1“躙ほび添付の必要はありません。

・ 認定の有効期間D更新の申請に当たって:よ 法第 55条第 1項に基づく書類 (役員欄酬規程期日川■DにldEした事項につい
て、添付をつ略することができます。

法人名 特定非営利活働蔵人ワBLE I)R TWOInわ菫n倣)nd

1 役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれらの者と

特殊の関係のにある者 (以下 f役員等」という)又は役員等が支配する法人に対する資産の譲渡等 ∈塞巴|
定期間及び申請‐ 日を含む事業年度開始の日カ らヽ申請書の掃出の 日ま でに行 ´つ n弓 1等) について以下

の項目を記載してくださし、

(注)「特殊の関係」とは次に掲げる関係をいいます。

① 期姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある関係
② 使用人である関係及び度用人以外の者で当該役員等から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している関係

③ 上認D又は0に掲げる関係にある者の配偶者及び三親等以内の親族でこれらの者と生計を一にしている関係

(1)資産の譲渡 (棚卸資産を含む。)

(2)資産の貸付け (金銭の貸付けを含む。)

取 引 先 の 氏 名 等
法 人 との

関   係
譲 渡 資 産 の 内 容

譲  渡
年 月 日

譲 渡 価 格 そ の 他 の 取 引 条 件 等

該当なし 円

円

円

円

円

円

円

取 引 先 の 氏 名 等
法 人 との

関   係
貸 付 資 産 の 内 容

貸  付
年 月 日

対 価 の 額 そ の 他 の 取 引 条 件 等

金銭 平成 19年

11月 6日
Ю,ЫЮ,αЮ円

金銭消費貸借契約書に

基づく

円

円

円

円

円

円



第4表付表12(2欠ヨD

V

V

支 出 年 月 日 支 出 金 額 寄 附 の 目 的 等支 出 先 の 名 称 等 住 所 等

31.01」≧3 zαЮ,α鈴円 食糧支援活動

Q78`慶Ю円 農業支援活動  
  
 

  
 

31.()4.17

学校給食    
 

31.04.17 47,755,901円  

 

2419,Oβ 円 ::`:t`々〕ネ:主:|`ヨ [、  どう
`tt5'1,111][1

01.05.20

 
 

01.07.17 17,46,2,9円 学校給食 

01.11.13 17,612,571円 学校給食 
 

  
   

 

01.12:26 Z7,αЮ,αЮ円 食糧支援活動

取 引先 の氏名 等
法 人 との

関   係
役務の提供の内容

役務の提

供年月日
対価の額 そ の 他 の 取 引 条 件 等

男1〕紙 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

(3)役務の提供 (施設の利用等を含む。)

2 役員の選任その他当法人の財産の運用及び事業の運営に関する事項
骸当する事項がある場合にその内容を具‖哺りに言3成してください。)

該当なし

3支出した寄附金∈墾鎖嵯菫腫理型墜昼整饉塑出旧重貧塾菫送墨菫囲墾2旦2L里董書2握出の旦二重L菫
旦し』菫趾ω



つ

し

02.01.31 2,343,22円 剣時にウ騨慟

  

 
     02.03:26 51,まβ,955円 学校給食

  
    

     

   
 

02.03.26 33,613857円 学校給食

02.05`凛 9 2∝2,310円 学:伊藤舒食:・ 学::イ|:交 :11R:|li:::i,

 

 ".∞
.a) り,3",αる 円 学校給食

  
  
 

 
  

02.()5.器 ) Q45■ 7(b円 農業支援活動

 
 

02.10」と9 19,αЮ,η4円 学校給食

03.01.29 1,057,734円 剣騰にう群働

 

  
     03.∝.09 lQ2Ю,ま,1円 学校給食

  
   

     

   

03.“.∞ 27,473,■,7円 学校給食

  
  
 

  
  

03.04.14 Q633,144円 農業支援活動

03.04.20 zχD,4Ю 円 学 校 給 食
。
学 校 剰 重 l

  
  

  
  

03.05.27 1,101βα〕円 農業支援活動

  
 

 

  
      

03.(X〕 .25 1,124928円 農業支援活動

  03.07.07 lQ998,653円 学校給食

  

  

03.07.07 27,865,αЮ円 学校給食



し

し

  

 
 

  
 

03.07.07 1,038,870円 農業支援活動

  

   
03.11.01 よ〕,%1,7(Ю 円 学校給食

  

 

03.11.16 17,570,46円 学校給食

 04.()1.31 1,505,ZИ 円 食糧支援活動

  
  

  04.05.17 11,αB,gЮ 円 学校給食

 

 

04.05.17 22,7",%1円 学校給食

 
  

 
 

04.05.18 22497,173円 学校給食

    

    
 

  
 

04.05.18 Q157,476円 農業支援活動

 
  

 

  

 

04.05.18 221,610円 農業支援活動

0■05.20 2=り,gЮ 円 学校給食・学嗜交,11:1:::l

 04.05.20 a26●4Ю 円 食糧支援活動

 

 

04.11.10 25,70Q092円 学校給食

05.02.01 1,692,072円 食糧支援活動

 

 

05.05.19 25,87a"Ю 円 学校給食

  
   

  05.05.19 5,η27Ю 円 農業支援活動

   
  

 

  05.05.19 2,230,廣Ю円 農業支援活動

05.05.19 2,189,520円 学校給食・学校菜園



■495,aЮ 円 学校給食  

 

  
  

05.11.16

  
    

   

05.11.16 41,以D,210円 学校給食  
 

05.11.16 2L"3085円 学校給食 

 

05.1■∞ 3617,OЮ 円 食糧支援活動 

06.01.31 1,625,9(И 円 食糧支援活動 

5,863,9α )円 農業支援活動 

 

06.05.07  
  

06.0520 η ,α始,αЮ円 学校給食 

 

農業支援活動06.0520 23鴫6ま)円   

  

 

  

 

学 校 給 食
・ 学
:校
菜 原 l06.05.20 2,442,9α )円

‐

つ

∝意中D
「役員等に対する資産の■濃等の状況等 (第 4表付表 2)」 :ム 法第5彙第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出●撮Dの提出

時には配曖及び澤付の必要はありませ
.ん
。

日定の有効期間の更新の申請に当たって:よ 法第5条第 1項に基づく書類 (役員報酬規濯等提出書類)に田職した事項について、

添付を省略することができます。



第4表付表2(別綱D

つ

ν

(3)役務の提供 (施設の利用等を含む。)

取 引先 の氏名 等
法 人 と の

役務の提供の内容
役務の提

伊じ
「
月日関 係

対価の額 そ の 他 の 取 引 条 件 等

業務委託 (支援先プ 平成 31年 1

月 1日 ^冷

和1年 12月

31日

業務委託契約に基づく
ロジェクト管理D

&αЮ,Oα)円

講演謝金 令和 1年 9

月4日
1田,ⅨЮ円

講演依頼に基づく

業務委託 (支援先プ

ロジェクト管理)

令和 2年 1

月 1日～12

月31日

買鵠膀認ξttE笑黎

'に

』書́づく

1,2Ю,αЮ円

講演謝金 令和 2年 10

月 13日
〔Ю,ⅨЮ円

講演依頼に基づく

業務委託 (支援先プ

ロジェクト管理)

令和 3年 1

月 1日～12

月31日

業務委託契約に基づく

1,まЮ,αЮ円

講演謝金 冷和 3年 10

月28日
■以Ю円
講演依頼に基づく

業務委託 (支援先プ

ロジェクト管理D
令和 4年 1

月 1日 ～12

月 31日

業務委託契約に基づく

1,&Ю,αЮ円

講演謝金 令和 4年 5

月 18日
33,αЮ円

講演依頼に基づく

講演謝金 令和4年 10

月 5日
99,αЮ円

講演依頼に基づく

講演謝金 令和4年 10

月 11日
33,αЮ円

講演依頼に基づく

講演謝金 令和 4年 10

月 16日
4αЮ円
講演依頼に基づく

講演謝金 令和4年 10

月 18日
165,αЮ円

講演依頼に基づく

講演謝金 令和 4年 11

月4日
〔【,,駁Ю円

講演依頼に基づく

講演謝金 令和4年 11

月2)日
〔Ю,αЮ円

講演依頼に基づく

講演謝金 令和4年 12

月 6日
38,αЮ円

講演依頼に基づく

講演謝金 令和 4年 12

月 9日
38,αЮ円

講演依頼に基づく

講演謝金 令和4年 12

月 14日
33,αЮ円

講演依頼に基づく

業務委託 伎援先プ

ロジェクM蒙∋

令和 5年 1

月 1日 ～12

月 31日

業務委託契約に基づく

1,8∞,αЮ円

講演謝金 令和 5年 3

月5日
駁〕,瞑Ю円

講演依頼に基づく

令和 5年 11

月 1と〕日

講演謝金

“

,αЮ円

講演依頼に基づく



講演謝金 令和5年 12

月8日
33,ⅨЮ円

講演依頼に基づく

講演謝金 令和 6年 1

月 ,お 日
2∝Ю円

講演依頼に基づく

V

し



し

し

書式第 13号 (法第 44条・51条・58条関係 )

認定基準等チェック表  (第 5表 )

(注意事項)

・認定基準等チェック表第5表は、法第 55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時に記載及び添
付する必要があります。

・認定の有効期間の更新の申請に当たつては、添付の必要はありません。

法人名 特定非営利活動法人 TABLE FOR T胴 |:nternational チェッタ相

5 次に掲げる書類について回覧の請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除きこれ
をその事務所において閲覧させること

イ 特定非営利活動促進法第 28条に規定する事業報告書等、役員名簿及び定款等 (個人の住所又は
居所に係る記載の部分を除いたもの)

口 各認定基準等に適合する旨及び欠格事由に該当しない旨を説明する書類
ハ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類
二 役員報酬又は職員給与の支綸に関する規程
ホ 収益の明細その他の資金に関する事項、資産の譲渡等に関する事項、寄附金に関する事項その他
一定の事項等を記載した書類

へ 助成の実績を記載した書類

次に掲げる書類について閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除きこ

れをその事務所において閲覧させることに同意する。

※口■に関する

"則
(社内規則)等があるi場合には、その綱則 (社内規則)等を添付してくださし、

同  意

しない

イ

① 事業報告書等 (事業報告書、財産目録、貸借対照表、活動計算書、年間役員名簿、社員のうち 10人

以上の者の氏名及び住所又は居所を記した書面)

② 役員名簿
③ 定款等 (定款、認証書の写し、登記事項証明書の写し)
※いずれも認定基準の対象となるのは、個人の住所又は居所に係る記載の部分を除いたもの

ロ 各認定基準等に適合する旨を説明する書類、欠格事由に該当しない旨を説明する書類

寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程

ホ

次の事項を記載した書類

① 収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項
② 資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項
③ 次に掲げる取引に係る取引先、取引金額その他その内容に関する事項
・ 収益の生する取引及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の多い上位 5者との取引
・ 役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれら
の者と特殊の関係のある者との取引

④ 寄附者 (役員、役員の配偶者若しくは三親等以内の親族又は役員と特殊の関係のある者で、当該法
人に対する寄附金の額の事業年度中の合計額が 20万円以上であるものに限る。)の氏名並びにその寄

附金の額及び受領年月日

⑤ 役員等に対する報酬又は給与の状況
a 役員等に対する報酬又は給与の支給の状況 (bに係る部分を除く。)
b 給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事項
⑥ 支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日
⑦ 海外への送金又は金銭の持出しを行った場合におけるその金額及び使途並びにその実施日

助成金の支給を行った場合に事後に所轄庁に提出した書類の写し

ノ
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書式第14号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 6、 7、 8表 )

法人名 悔脚闘献躙田FORtth面嗣

認定基準等チェック表  (第 6表 )

認定基準等チェック表  (第 7表)

認定基準等チェック表  (第 8表 )

8 申請書を提出した日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後 1年を超える期間が経過し
ていること

チリ ク相

事業年度 月  日～  月  日 設立年月日 年  月  日

O憲中0
・ 法第55条第1項に基づく密順 (役員輻酬規程等提出■薇Dの硼出時に当たつて|よ 認定基準帯チェック表 (第 6表及び第81D
iよ 配載する必要はありません。

・ 盟定の有効醐間D更新の申請に当たつては、日定基準帯チェック表 (第 6表及び第8表)の記載の必要はありません。また、法
第55条第1項に基づく書類|(役員綱日崩層ヨ嗜口出■臓Dに田載した事項について、1改めて記載する必要はありません。

6 実績判定期間を含む各事業年度の特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等を同法第
29条の規定により所轄庁に提出していること

チェック欄

特定非営和̈ 第28条に規定する事業報告書等の所轄庁への提出の有無

③ ⑮ ◎ ① ◎ ①

有 。 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 任
ヽ

7 法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの利
益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する事実がないこと

チゥ ク欄

′

法令に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの利益を得、又は得ようとした事実

その他公益に反する事実の有無

注・認定基準等チェック表 (第710は、法第5条第1項に基づく害順 (役員報酬規程簿提出書欄Dの提出時に記載及
び添付する必要があります。

④ ⑥ ◎ ① ◎ ① 申 請 時

有・ ① 有 。① 有 。① 有・ ⑬ 有 。① 有 。 無 有 。①



書式第15号 (法第44条・51条・58条関係)

欠格事由チェック表

法人名 特定非営禾1括動法人 TABLE FOR■O Intemational チリ ク相

認定、特例認定又|」認定の有効期間の更新の基準にかかわらず、次のいずれかの欠格事由に該当する法

人は認定、特例認定又は認定の有効期間の更新を受けることができません。
1 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある場合
イ 認定特定非営利活動法人が認定を取り消された場合又は特例認定特定非営利活動法人が特例認定を取り消され

た場合において、その取消しの原因となった事実があつた日以前 1年内に当該躍定特定非営和幡鸞法人又は当腋特
例認定特定非営利活動法人のその業務を行う理事であつた者でその]鴨肖しの日から5年を経過しないもの
口 禁日以上の刑に処せられ、その執行を終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しな
い者
ハ 特定非営利活動促進法若しくは尋力団員不当行為防止法に違反したことにより、若しくは刑法 2“ 条等

い )若

しくは畢力行着守処罰法の罪を犯したことにより、又は国税者しくは地方税に関する法律に違反したことにより、

罰金刑に処せられ、その中t行が終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過tない者
二 曇力国の構成員等●2)
2 認定又は特例認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人
3定 款又は事業計画書の内容が法令等に違反している法人
4国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当腋滞納処分の終了の日から3年を経過しない法人 (2
二:」:整1塵定!墜1塵1塁2:屋1基1出12:回 1型:星:壼幽」:笙亜!圏囲1日医:笠型 :望!コ圭1理菫:型1崖IШ:囲1世:二2:螢」:蔓
i」!田:轟|」I口l出!菫:二重1匝:堕:菫量墾二重旦壺:理:曇:壺盤1聾:逃:菫:る」囲i菫:堕:自iQi琶 :塑1堅E堕型 二■)。
5国税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から3年を経過しない法人
6 次のいずれかに腋当する法人
イ 尋力団
口 暴力団又は曇力団の構成員等の統制下にある法人

役員のうち、次のいずれ力ヽ こ該当する者の有無

認定特定非首団割瞬却u認定を取り消された場合又は特伊認定特定非誉田部賠りu靱 定

を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実があつた日以前 1年内に当該認定特

定非営和括り法人又は当該特ケ:闘定特定非増

"脂
動法人のその業務を行う理事であった者でその

取消しの日から5年を経過しない者の有無

有 □

禁鋼以上の刑に処せられ、その執行を終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から5

年を経過しない者の有無
有。□

特定非営和括動促進法若しくは暴力団員による不当行為防止法に違反したことにより、若しくは刑

法第2“ 条等若しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関す

る法律に違反したことにより、罰金刑に処せられ、その執行が終わった日又はその執行を受けるこ

とがなくなった日から5年を経過しない者の有無

有・□

暴力団の榊裁員等の有無 有・目

，
¨ 認定又は特例認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人 は い ・ 回圏

定款又は事業計画書の内容が法令等に違反している法人 は い ・

4 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過

しない法人
は い ・ いいえ

耐
薇

認定、特例認定又は認定の有効期間の更新の申請時に、上菫墜_Ettlz,コ1整曰塑ヨ1日1日」堕≧≧堕」」ヨ[上壼菫li」L」堕幽国董磨
_□LΩ」」_」基基」国□塾囮董丞□國堕」□」墾壺亜聖聾墨」堕≧塾」L壁壁」とli菫」□睦塵望とl三」[壺」堕□堕菫ヨL≧畳壼主主Z:二上_
※その他の事務所がある場合は、そσメ也てか事務所所在¢瑞障内処分に係る絆

"損

□月書も添付すること

※役員報酬規程等提出書には添付不要

5 国税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から3年を経過しない法人 は い ・

＾
０ 次のいずれ力ヽ こ該当する法人

暴力団 は い ・

暴力団又は暴力団の構成員等の統制下にある法人 |まい・

ν

V

/



書式第16号 (法第44条・ 51条 。58条関係)

寄附金を充当する予定の事業内容等

法人名 特定非営利活動法人 TABLE Ftt II)Intematioml

ψ

V

事   業   名 具 体 的 な 事 業 内 容
実施予定

年  月

実施予

定場所

従事者の

予定人数

受益対象者の

範囲及び予定

人    数

寄附金充当

予 定 額

日本国内外にて寄

付金を集め、開発

途上国および外部

の支援を要する地

域における食事や

保健医療関連の活

動、ならびに生活

の質の向上を支援

する国際的な取り

組みへの寄付を行

う事業

企業・団体の社員食堂や

飲食店、国際会議の会場

にて提供したヘルシーメ

ニュー等の売上の一部を

寄付金として集め、開発

途上国にて学校給食を配

布する提携機関へ送金し

た。また、開発途上国の

学校菜園や農業支援のた

めの寄付金も募った

通年 ・主たる

事務所

。国内企

業・団体

の事業

所

・スイ

ス、サウ

ジアラ

ビアの

企業・団

体の事

業ORレ

ストラ

ン

・スイス

の国際

会議場

20人 開発途上国

の子ども、農

業従事者

22,(XX)人

147,967

千円

社員食堂、外食産

業において健康的

な食事の評価、承

認、指導、および

啓蒙に関する事業

世界の食料事情や、肥

満・生活習慣病予防のた

めの健康的な食事メニュ

ーの研究・調査を行い、

参加企業やその従業員ヘ

の啓発活動を行う。

また、ウェプサイト等を

通じ健康的な食事や食生

活についての情報発信を

行う。

通年 ・主たる

事務所

・国内企

業・団体

の事業

所

・レスト

ラン

・国内の

イベ ン

ト会場

25人 該当する企

業の食堂や

レス トラン

利用者、イベ

ント参加者

lm人

20,752

千円




